
施行日 平成１８年４月１日 

最近改正日 令和３年３月 26日 

 

あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則に定めるもののほか、社会福祉法人大阪市社会福祉協議

会（以下「市社協」という。）が行うあんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）に対する補助

金の支出に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は市社協におけるあんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）の事務局体制を

整備するとともに認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方が地域で安心して

生活を送れるよう、福祉サービスの利用支援、金銭管理サービス、預かりサービスなどの支援を行う

とともに、権利侵害や財産管理等の生活上の権利擁護に関する相談に応じることにより判断能力の不

十分な市民の権利を擁護することを目的として交付する。 

 

（補助金の区分等） 

第３条 補助金の区分、内容、対象経費及び交付金額は別表に定めるとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第４条 市社協会長は、事業開始日の属する年度の前年度の３月末日までに補助金交付申請書に事業計

画書及び収支計算書又はこれに相当する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて行う現地

調査等により、当該申請にかかる補助金の交付が法令、条例及び規則に違反しないかどうか等を調査

し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請にかか

る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をする。 

３ 市長は、第１項の調査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに補助金を

交付しない旨の決定をするものとする。 

 

（決定の通知） 

第６条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金の交付申請が到達してから３０日以内にそ

の決定の内容及びこれに付した条件を市社協会長に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、速やかにその旨の理由を付して市社協会長に

通知するものとする。 

 

（申請の取り下げ） 



第７条 市社協会長は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知にかかる補助金の交

付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受け取った日から起算して３０

日以内に申請の取り下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付の決定はなかっ

たものとみなす。 

 

（交付の条件） 

第８条 補助金の交付の決定には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。 

（１）補助金の対象事業（以下「対象事業」という。）の内容又は執行計画（市長が認める軽微な変更

を除く。）及び執行体制を変更する場合には、市長の承認を得なければならない。 

（２）対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

（３）対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難となった場合には、速やか

に市長に報告してその指示を受けなければならない。 

（４）市長が、補助金にかかる予算の執行の適正を期するため、市社協会長に対して報告を求め、又は

市職員に市社協の事務所に立ち入り、帳簿書類そのほかの物件を検査させ、もしくは関係者に質問

させる必要があると認めたときは、これに協力しなければならない。 

２ 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。 

（１）補助金申請時に添付した事業計画の内容及び文言に変更のない場合の変更 

（２）補助金申請時に添付した収支予算書の内訳の変更（ただし、物件費については１件につき１００

万円を超えない変更とする。） 

３ 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、第１項に定める条件のほか、必

要な条件を付する。 

 

（補助金の交付の時期） 

第９条 補助金は、必要なときは四半期ごとに概算払で交付することができる。 

２ 市長は、前項の補助金を市社協会長から交付の請求のあった日から３０日以内に支払わなければな

らない。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１０条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生

じたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。 

２ 市長が前項の規定による補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれか

に該当する場合とする。 

（１）天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により対象事業の全部又は一部を継続す

る必要がなくなった場合 

（２）市社協会長が対象事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用できないこと、対象事業に

要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことそ

の他の理由により対象事業を遂行することができない場合（市社協会長の責に帰すべき事情による

場合を除く。） 

３ 市長は、第１項の処分をしたときは、速やかにその旨の理由を付して市社協会長に通知するものと



する。 

４ 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、

補助金を交付することができる。 

（１）補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費 

５ 第４条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。 

６ 補助事業者は、第３項の規定による通知を受けたとき、取消しまたは変更後の補助金の額が既に交

付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から２０日以内に、既に支出した補助

金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。 

７ 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第４項の規定による補助金の交付がある場

合には、当該補助金の額と相殺することができる。 

 

（決定の取消し） 

第１１条 市長は、市社協会長が、次のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り

消すものとする。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき 

（２）正当な理由がなく実績報告をせず、又は調査を拒んだため、補助金の使途が確認できないとき 

（３）前各号のほか補助金の交付の目的及び交付決定に付した条件に違反したとき又は市長の指示に従

わなかったとき 

２ 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を理由を付して市社協会長等に

通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、

すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。 

 

（補助事業等の適正な遂行） 

第１３条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。 

 

（立入り検査等） 

第１４条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対し

て報告を求め、または補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳

簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に対して質問させることができる。 

 

（実績報告等） 

第１５条 市社協会長は、年度終了後又は対象事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市補助金等交付

規則第１４条各号に掲げる事項を記載し、当該補助事業の完了後２０日以内に市長に提出しなければ

ならない。ただし、この実績報告書については、年度の末日まで補助事業等が行われている場合また

は補助事業等が継続して行われている場合にあたっては、概算払による交付を受けた日の属する年度

の末日に作成するものとする。 



２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）補助金の交付決定額とその精算額 

（２）収支決算書（概算払いにかかる精算内容を標記したもの） 

（３）当該事業及び活動の実績を記載した書類（事業報告書） 

 

（補助金の額の確定等） 

第１６条 市長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調

査等によりその報告にかかる補助金の成果が補助金の交付の目的及び交付決定に付した条件に適合

するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、市社

協会長に通知するものとする。 

 

（補助金の精算） 

第１７条 市社協会長は、前条の規定による補助金の額の確定により、あらかじめ提出した収支決算書

に表記された精算額と相違がある場合は、速やかに精算書を作成しなければならない。ただし、収支

決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提

出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。 

２ 市長は、第１項の規定による精算書または前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は 

不足が生じていると認める場合には市社協会長あて通知しなければならない。 

３ 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、精算書が受領された日から２０日以内に、

剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による不足額にかかる請求を受けたときは、当該請求を受けた日から３０日以 

内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

（書類の保存） 

第１８条 市社協会長等は、対象事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、

これを前条に定める通知を受けた日から５年間保存しなければならない。 

 

（様式） 

第１９条 この要綱に規定する書類の様式は、次のとおりとする。 

（１） あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金交付申請書 

           要綱第４条関係        様式第１号 

（２） あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金交付決定通知書 

           要綱第６条関係        様式第２号 

（３） あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金不交付決定通知書 

           要綱第６条関係        様式第３号 

（４） あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金交付申請取下書 

要綱第７条関係        様式第４号 

（５） あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金にかかる事業の変更承認申請書 

要綱第８条関係        様式第５号 

 



（６） あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金にかかる事業の中止・廃止承認申請

書    

要綱第８条関係        様式第６号 

（７） あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金にかかる事業の変更・中止・廃止承

認（不承認）決定通知書 

           要綱第８条関係        様式第７号 

（８） あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金取消決定通知書 

要綱第１０条・第１１条関係  様式第８号 

 （９） あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金実績報告書及び精算報告書 

要綱第１５条関係       様式第９号 

 （１０）あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金交付額確定通知書 

           要綱第１６条関係       様式第１０号 

 （１１）あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金精算書 

           要綱第１７条関係       様式第１１号 

 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めのない事項については、大阪市補助金等交付規則の規定を適用する。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年度以降の予算により支出する補助金につ

いて適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行し、平成１９年度以降の予算により支出する補助金につ

いて適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年度以降の予算により支出する補助金につ

いて適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度以降の予算により支出する補助金につ

いて適用する。 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度以降の予算により支出する補助金につ

いて適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度以降の予算により支出する補助金につ

いて適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度以降の予算により支出する補助金につ

いて適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年３月 26日から施行する。 

 


